
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

・水田利用を活用した普通作物（主食用米、加工用米、採種用米）を基本としつつ、園芸作物（サトイモ、施設キュ
ウリ、ゴーヤ、自然薯）や飼料作物（トウモロコシ、牧草、飼料用米） 、工芸作物（茶）等の団地化を形成する。

【地域の状況】
・当地区は、半分以上が水田である。
・農業担い手への農地集積率が低く、零細な農家が水稲を耕作している農地が多い。
・水田では採種用や主食用の米が栽培されている。特に採種用については、隣接の農地との一体的で厳格な栽
培管理が求められるため、今後、担い手が減少した場合、生産地の維持やこれまでのようなきめ細かな栽培管
理が確保できるかという懸念がある。
・地区の大半は山間地帯であり、迫にある日当たりの悪い圃場及び水はけの悪い水田や鳥獣の被害を受ける土
地等の耕作条件が不良な土地が耕作放棄されている。
・水害で損壊した用水路の周辺で荒廃農地化している農地もあり、営農意欲の希薄化が一因と考えられる。
・農地間の高低差が大きいため集約化や規模拡大による効率化がそこまで見込めないことから、農地の利用調
整は難しい。

【人口減少・高齢化】
・耕作者が７０才以上で後継者未定の農地が多く、農地の保全のためには新たな農地の受け手の確保が必要不
可欠となっている。
・農地の貸付等の意向はかなり多いが、規模拡大意向がある農業者が地区内にはほとんどいない。
・地域内に農業後継者がいない上に絶対的な労働力が不足しており、労働力確保の問題が深刻である。
・地区内での農作業や土地改良施設の管理に関する共同作業的な活動を行う場合、若手がいないため、活動を
始めることや継続させることに対し懸念がある。

【保全・管理】
・耕作者が減少したために、農道や用水路の管理が困難になっている。
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２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方

３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

【選択した上記の取組方針】

①鳥獣被害防止対策
・すでに電気柵や侵入防止柵の設置を実施している区域があるが、今後は地区内で被害防止対策施設の定期
的なメンテナンスを行うための体制を確保するように努める。

⑦保全・管理等
・多面的機能支払制度を活用して、用排水路や農道の維持管理や畦払いなどの農地の保全管理作業を継続的
に実施する体制を維持する。
・中山間地域等直接支払制度を活用して、耕作放棄地を最小限にする取組を促進する。
・集落単位での保全の取組が難しい場合は、周辺集落との連携を検討する。
・不耕作地の荒廃地化を防ぐために、放牧の導入を検討する。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④輸出 ⑤果樹等

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

・作業の効率化が期待できる作業は委託を検討する。

・「農業上の利用が行われる農用地等の区域」については、農業振興地域内の農地等が含まれるように設定す
ることとし、その上で、様々な努力を払ってもなお、農業上の利用が見込めず、農用地として維持することが困難
な農用地については、粗放的な利用等による農用地の保全等を図る。

（１）農用地の集積、集約化の方針

・将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、原則として、農地を農地中間管理機構に貸し付けていく。

（２）農地中間管理機構の活用方針

・今後、農地の相続等に伴い地権者が地区外に在住する場合が多くなることが予想されることから、賃料の支払
いや貸借契約を円滑に進めるために農地中間管理機構を活用していく。
・担い手が病気・怪我や高齢化等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地の新たな受け手への付
け替えを進めることができるよう、農地中間管理機構を通じて担い手への貸付けを進めていく。

（３）基盤整備事業への取組方針

・地区内の農地は基盤整備済みの水田が多いが、必要に応じて畦畔除去や暗渠排水の設置等を進め、耕作条
件の改善に向けた検討をしていく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

・地域内外から、多様な経営体を募り、意向を踏まえながら担い手として育成していくため、関係機関と連携し、
相談から定着まで切れ目なく取り組んでいく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

区域内の農用地等面積 404.0

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 404.0

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】


